
 

 

  政府管掌健康保険（政管健保）は、全国健康保険協会管掌健康 

保険（協会けんぽ）に変わります。 

事業主・被保険者の皆様へ 

平成２０年１０月より、健康保険に関する手続きにつきましては、下記の

ように変わります。 

また、健康保険被保険者証につきましては、これまで社会保険事務所

が交付しておりましたが、平成２０年１０月からは、全国健康保険協会が交

付することとなります。（※） 

このことから、近日中に医療機関で受診する予定があるなど緊急を要

する場合は、被保険者証が交付されるまでの間、申請にもとづき社会保

険事務所にて被保険者資格証明書を交付いたします。 

事業主、被保険者の皆様には、お手数をおかけいたしますが、何卒、ご

理解をいただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

※ 健康保険被保険者証の再交付に伴う交付についても全国健康保険協会が行い

ます。なお、再交付申請書については全国健康保険協会にて受付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険の給付の申請・ご照会、被保険者証の紛失等による再発行

の手続きは、全国健康保険協会都道府県支部へお願いいたします。 

（任意継続被保険者の方は、全ての申請等の手続き、ご照会を全国健

康保険協会都道府県支部へお願いいたします。） 

平成１９年４月から 

 
 

 
全国健康保険協会が行う業務 

 
○ 被保険者証の発行 

○ 健康保険給付（傷病手当金等） 

の申請書の受付、給付金の支払 

○ 任意継続被保険者にかかる諸手続

き、保険料の納付手続きを含む 

○ 健診・保健指導などの保健事業 

○ 

の請求書)の点検 

引き続き社会保険事務所が行う業務
 

○ 適用関係届書（資格取得届、被扶 

養者異動届等）の受付、処理 

 

○ 保険料（任意継続被保険者を除く）

の納付の手続き 

 

※ 厚生年金および国民年金の事務処理
レセプト(医療機関等からの医療費

は、これまでどおり社会保険事務所に

おいて行います。 
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